
神戸市優良建築物等整備事業（優良再開発型）建設基準 

 

平成 31 年 4 月１日   局長決定 

令和 6 年 3 月 1 日   局長決定 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この基準は、神戸市優良建築物等整備事業（優良再開発型）補助要綱（平成６年６月２３日市長

決定。以下「補助要綱」という。）第 22 条の規定に基づき、神戸市優良建築物等整備事業（優良再開

発型）のうち共同化タイプ及び市街地環境形成タイプについて、施設建築物及び施設建築敷地（以下

「施設建築物等」という。）の整備に関する基準を定めるものとする。 

２ 施設建築物等の整備は、優良建築物等整備事業制度要綱（平成６年６月２３日建設省住街発第６３号

以下「制度要綱」という。）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係法令に定めるものの

ほか、この基準に定めるところに従い行われなければならない。 

（用語の定義） 

第２条 この建設基準における用語の意義は、制度要綱及び市街地再開発事業等補助要領（昭和６２年

５月２０日建設省住街発第４７号。以下「国要領」という。）に定めるもののほか、次の各号に定めるところ

による。 

一 施行地区 優良建築物等整備事業を施行する土地の区域をいう。 

二 施設建築物 優良建築物等整備事業によって建築される建築物をいう。 

三 施設建築敷地 優良建築物等整備事業によって造成される建築敷地をいう。 

四 公開空地 敷地内に日常一般に開放された空地であって、歩行者が日常自由に通行し、又は利用

できるもの（非常時以外において自動車が出入りする敷地内の通路を除く。）をいう。 

五 歩道状公開空地 公開空地のうち、道路と一体として利用可能な空地及び敷地を貫通して道路、公

園等を相互に有効に連絡するものをいう。 

六 歴史的建造物 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）、兵庫県文化財保護条例（昭和３９年４月１

日兵庫県条例第５８号）、神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月２０日条例第５９号）等により指定、選

定又は登録を受けた建造物、又はこれと同等の歴史的価値を有すると認められる建造物のうち、適切

に保全されていると認められるものをいう。 

（まちづくり計画等への適合） 

第３条 施設建築物等は、その存する地域に地区計画、景観計画、建築協定その他、まちづくり計画等

の定めがある場合にあっては、当該計画等に適合するものでなければならない。 

（良好な居住環境の確保） 

第４条 工業地域又は準工業地域内にある施設建築物等については、施行地区周辺の土地利用の現

況や今後の方向性を考慮し、建築計画上良好な居住環境の確保等について十分な配慮を行わなけ

ればならない。 

（まちの賑わいの確保） 

第５条 近隣商業地域又は商業地域内にある施設建築物等については、１階部分の一部に店舗等の非

住居系用途の部分を設けるなど、施行地区周辺の土地利用の現況や今後の方向性を考慮し、まちの

賑わいについて十分な配慮をしなければならない。 



（開発条例への適合） 

第６条 施設建築物等は、住戸の数が神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例（平成２９年条例第

１号。以下「開発条例」という。）第２条第１号オの規定に満たない場合であっても、開発条例第２３条に

適合しなければならない。 

（防災施設） 

第７条 施設建築物等は、備蓄倉庫、耐震性貯水槽等の防災関連施設の整備等により、地域の防災性

の向上に資するものでなければならない。ただし、周辺施設等の計画的な整備により総合的に地域の

防災性が確保される場合はこの限りでない。 

（都市計画施設を含む施行地区） 

第８条 施行地区内に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第６項に規定する都市計画施設の

区域が存する場合においては、当該都市計画施設の区域を除く施行地区において、本建設基準を適

用する。 

 

第２章 施設建築物等の基準 

（公開空地） 

第９条 原則として、施設建築敷地内に施設建築敷地面積１０パーセント以上の公開空地を設けるものと 

する。 

２ 公開空地は、原則として空地上部に庇等の建築物の部分が存しないもので、外壁又はこれに代わる

柱の面から主たる前面道路の境界線までの距離が１．５メートル以上（敷地面積１，０００平方メートル未

満にあっては１．０メートル以上）であるものとする。ただし、歴史的建造物の適切な保全を図る上でや

むを得ないと認める場合についてはこの限りでない。 

３ 公開空地は、空地の部分の環境の向上に寄与する植え込み、芝、池、ベンチ、外灯等及び空地の利

便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る土地を含み、公開空地以外の部分（道路側

の部分は除く。）と植栽、舗装等で明確に区画するものとする。 

４ 歩道状公開空地は、タイル、インターロッキングブロック等で舗装された緊急車両が活動可能な耐力

を有する構造であって、平時においては緊急車両以外の車両の乗り入れを防ぐ措置がなされていなけ

ればならない。 

（総合環境性能） 

第１０条 施行者は、施設建築物等について、建築物総合環境評価システムＣＡＳＢＥＥ－新築（実施設

計）による環境性能が評価ランク A 以上となるよう努めなければならない。 

２ 施行者は、施設建築物について、一般財団法人住宅・建築ＳＤＧｓ推進センターが定める建築物総合

環境性能評価認証制度要綱第２条第４号に規定するＣＡＳＢＥＥ建築評価認証（実施設計段階）の交

付を受けなければならない。この場合において、建築物の環境性能効率を表す値（ＢＥＥ値）が 1.35 以

上でなければならない。 

（施設建築敷地の緑化） 

第１１条 施設建築敷地の緑化にあっては、住宅である場合は空地面積（敷地面積から当該敷地面積に

基準建ぺい率（建築基準法第５３条の規定により定められる建ぺい率をいう。）を乗じて得た面積を控

除した面積をいう。以下同じ）の３０パーセント以上、住宅以外の用途の場合は空地面積の５０パーセン

ト以上を緑地としなければならない。 



（施設建築物の緑化） 

第１２条 施設建築物の緑化にあっては、建築面積の５パーセント以上の面積の緑地を確保しなければ

ならない。 

（住宅性能表示） 

第１３条 施行者は、住宅部分について、住宅の品質確保の促進に関する法律（平成１１年法律第８１号。

以下「品確法」という。）第５条に規定する設計された住宅に係る住宅性能評価書及び建設された住宅

に係る住宅性能評価書（以下「設計・建設住宅性能評価書」という。）の交付を受けなければならない。 

２ 施行者は、前項の規定により取得した設計・建設住宅性能評価書又はその写しを住宅の床を取得す

る者に交付しなければならない。 

 

（ユニバーサルデザインの実施等）  

第１４条 施行者は、施設建築物等の設計にあたり、ユニバーサルデザインの実践に努めるとともに、高齢

者等の移動等に伴う転倒、転落等を防止し、高齢者等が円滑に利用できるよう基本的な措置を講じな

ければならない。 

２ 前項の措置のうち住宅部分については、品確法第３条第１項に基づく評価方法基準（平成１３年国土

交通省告示第１３４７号。以下「評価方法基準」という。）第５の９に規定する高齢者等配慮対策等級につ

いて、2級以上の措置に努めること。 

3 第１項の措置のうち、多数の者が利用する非住宅用途の部分については、高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（平成１８年６月２１日法律第９１号）第１７条に規定する計画の認定を受け

なければならない。 

4 兵庫県福祉のまちづくり条例第33条の３の規定による福祉のまちづくりアドバイザーの点検・助言を設計

時に受け、助言を可能な限り計画に反映させること。また工事完了後の同点検・助言も受けることとし、同

条例第33条の4の規定による県民参加型特定施設（ひょうご県民ユニバーサル施設）の認定取得に努め

ること（施設建築物の用途・規模が認定対象の施設の場合に限る）。 

（室内環境） 

第１５条 施設建築物は、CASBEE 認証のうち、建築物の環境品質の室内環境を構成する音環境、温熱

環境、光・視環境及び空気室環境について、それぞれ評価点３．０以上でなければならない。 

（住戸の規模） 

第１６条 住戸専用面積は、賃貸の場合は３０平方メートル以上、賃貸以外の場合は４０平方メートル以上

とすること。ただし、権利床住宅の場合は、この限りでない。 

（異なる用途の部分） 

第１７条 施設建築物において、エレベーター等昇降設備、電気設備、給排水設備、ガス設備、配管、メ

ーターボックス、配電盤等を、住宅と住宅以外の用途の部分とで共用することがないよう努めなければ

ならない。 

（維持管理計画） 

第１８条 施行者は、施設建築物等の適切な運営・維持管理に必要な内容について、管理規約への記載

及びマニュアルの整備等、必要な措置を講じなければならない。 

 

附 則 



１ この建設基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 神戸市優良建築物等整備事業（優良再開発型）建設基準（平成７年１２月１日都市計画局長決定、

平成２７年４月１日最終改正）は、廃止する。 

附 則（令和 3 年 2 月 1 日改正） 

この建設基準は、令和 3 年 2 月 1 日から施行する。 

附則（令和６年 3 月 1 日改正） 

 この建設基準は、令和 6 年 3 月 1 日から施行する。 

 

 


